
意見書案第１号 

 

小児等の脳脊髄液減少症の治療推進及び保険適用を求める意見書 

 

脳脊髄液減少症は、交通事故やスポーツ外傷等、身体への強い衝撃により脳脊髄

液が漏れ、頭痛やめまい、吐き気や倦怠感等の多種多様な症状が複合的に現れる病

気である。 

その症状は、外見からは分からないため、患者は医療現場や交通事故時の保険関

係者等の十分な理解が得られず、心身ともに計り知れない苦痛を受けている。 

そうした中、このような症状が脳脊髄液の減少に起因する場合があることが近年

究明され、治療法として「硬膜外自家血注入（ブラッドパッチ療法）」の有用性が認

められ、平成２８年４月に保険適用となった。 

しかし、現在のところ、脳脊髄液減少症の病態の一つである「脳脊髄液漏出症」

の治療については、その診断基準が定められていることから保険適用となっている

ものの、その他の小児や非典型例の治療については、昨年から始まった診断基準作

成のための研究事業に進展がないため、脳脊髄液減少症の大半がいまだに保険適用

外となっている。 

よって、政府においては、下記の事項を早期に実現するよう強く要望する。 

 

記 

 

１ 小児及び非典型例の脳脊髄液減少症の診断基準を定め、早期に保険適用とする

こと。 

２ 国の責任のもと、各都道府県において脳脊髄液減少症に関する研修会を開催す

ること。 

３ 脳脊髄液減少症についての相談窓口の開設及び小児患者の救済対策を図ること。 

４ 脳脊髄液減少症の早期発見・早期治療のため、当該疾病に関する医療関係機関

への情報提供を徹底すること。 

 

以上、地方自治法第９９条の規定により、意見書を提出する。 

 

平成２９年（２０１７年）１０月３１日 

札幌市議会   
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